


 

 
 

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）等の一部を改正する規程 

〇高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）（20170718 保局第 1 号）････････････････････････････････････1 

〇一般高圧ガス保安規則第６条第１項第 11 号等の規定による試験を行う者及び同項第 13 号等の規定による製造を行う者の認定等について（20180323 保局

第 12 号）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････4 
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○高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）（20170718 保局第 1号） 新旧対照表 

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも

のは、これを加える。） 

改  正  後 改  正  前 

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規） 

制定 ２０１７０７１８保局第１号  平成２９年 ７月２５日 

改正 ２０１７１１０２保局第２号  平成２９年１１月１５日 

２０１８０３２３保局第４号  平成３０年 ３月３０日 

２０１８１１０５保局第１号  平成３０年１１月１４日 

２０１８１２１０保局第１号  平成３０年１２月２７日 

２０１８１２２５保局第２号  平成３１年 １月１１日 

２０１９０３０８保局第１号  平成３１年 ３月１５日 

２０１９０３２５保局第１号  平成３１年 ３月２９日 

２０１９０４１８保局第１号  平成３１年 ４月２２日 

２０１９０６０６保局第１号  令和 元年 ６月１４日 

２０１９１０２１保局第１号  令和 元年１１月１２日 

２０１９１２０６保局第１号  令和 元年１２月２０日 

２０２００２１３保局第２号  令和 ２年 ２月２８日 

 

 

（２）一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について 

第６４条関係 

［略］ 

第２項第５号中「圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習（当該講習を適切に実施する

ことができる者が行うものに限る。）」とは、次に掲げる要件に適合する講習とする。 

（１）講習を実施する者は、以下の要件を全て満たしていること。 

① 圧縮水素スタンドの保安に関する講演又は講習を適切に開催した実績がある法人 

② 講習を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力がある法人 

③ 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から２年を経過しない者に該当しない法人 

④ 役員のうちに、法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者がいない法人 

（２）講習を実施する者は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲につ

いて、それぞれ同表右欄に掲げる講習時間以上の講習を行う。 

科目 範囲 講習時間 

圧縮水素スタンドの保安

に関する知識 

・水素に関する知識 

・圧縮水素スタンドの保安に関する法令・技術

基準 

６時間 

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規） 

制定 ２０１７０７１８保局第１号  平成２９年 ７月２５日 

改正 ２０１７１１０２保局第２号  平成２９年１１月１５日 

２０１８０３２３保局第４号  平成３０年 ３月３０日 

２０１８１１０５保局第１号  平成３０年１１月１４日 

２０１８１２１０保局第１号  平成３０年１２月２７日 

２０１８１２２５保局第２号  平成３１年 １月１１日 

２０１９０３０８保局第１号  平成３１年 ３月１５日 

２０１９０３２５保局第１号  平成３１年 ３月２９日 

２０１９０４１８保局第１号  平成３１年 ４月２２日 

２０１９０６０６保局第１号  令和 元年 ６月１４日 

２０１９１０２１保局第１号  令和 元年１１月１２日 

２０１９１２０６保局第１号  令和 元年１２月２０日 

 

 

 

（２）一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について 

第６４条関係 

［略］ 

［新設］ 
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・圧縮水素スタンドの設備構成と安全装置 

圧縮水素スタンドの保安

管理技術 

・保安監督者の職務 

・運転管理に関すること 

・設備管理に関すること 

・点検と法定検査 

４時間 

圧縮水素スタンドの非常

時・緊急時対応 

・事故・トラブル事例研究 

・非常時対応 

・緊急時対応 

５時間 

実習 ・圧縮水素スタンドを構成する機器の機能と役

割 

・車両への水素の充塡作業 

・圧縮水素スタンドへの水素の受入作業 

・点検と法定検査の方法 

・非常時・緊急時訓練 

１５時間 

（３）講習の講師は、（２）に掲げる表の科目に応じて専門的な知識経験を有する者であること。 

（４）講習を実施する者は、（２）に掲げる講習を受けた者に対して、その講習に係る修了検定を行う

こと。 

（５）講習を実施する者は、（２）に掲げる講習を受け、かつ、（４）に掲げる修了検定に合格した者

に対して、講習修了証を交付すること。講習修了証は、講習実施機関名、受講者氏名、生年月日、

受講期日及び講習を修了した旨その他必要な事項を記載すること。 

（６）講習を実施する者は、講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項並びに（１）

から（５）までに掲げる要件を満たす講習である旨を、あらかじめ、公示すること。 

 

（４）コンビナート等保安規則の運用及び解釈について 

第２３条関係 

［略］ 

第２項第５号中「圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習（当該講習を適切に実施する

ことができる者が行うものに限る。）」とは、次に掲げる要件に適合する講習とする。 

（１）講習を実施する者は、以下の要件を全て満たしていること。 

① 圧縮水素スタンドの保安に関する講演又は講習を適切に開催した実績がある法人 

② 講習を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力がある法人 

③ 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から２年を経過しない者に該当しない法人 

④ 役員のうちに、法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者がいない法人 

（２）講習を実施する者は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲につ

いて、それぞれ同表右欄に掲げる講習時間以上の講習を行う。 

科目 範囲 講習時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）コンビナート等保安規則の運用及び解釈について 

第２３条関係 

［略］ 

［新設］ 
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圧縮水素スタンドの保安

に関する知識 

・水素に関する知識 

・圧縮水素スタンドの保安に関する法令・技術

基準 

・圧縮水素スタンドの設備構成と安全装置 

６時間 

圧縮水素スタンドの保安

管理技術 

・保安監督者の職務 

・運転管理に関すること 

・設備管理に関すること 

・点検と法定検査 

４時間 

圧縮水素スタンドの非常

時・緊急時対応 

・事故・トラブル事例研究 

・非常時対応 

・緊急時対応 

５時間 

実習 ・圧縮水素スタンドを構成する機器の機能と役

割 

・車両への水素の充塡作業 

・圧縮水素スタンドへの水素の受入作業 

・点検と法定検査の方法 

・非常時・緊急時訓練 

１５時間 

（３）講習の講師は、（２）に掲げる表の科目に応じて専門的な知識経験を有する者であること。 

（４）講習を実施する者は、（２）に掲げる講習を受けた者に対して、その講習に係る修了検定を行う

こと。 

（５）講習を実施する者は、（２）に掲げる講習を受け、かつ、（４）に掲げる修了検定に合格した者

に対して、講習修了証を交付すること。講習修了証は、講習実施機関名、受講者氏名、生年月日、

受講期日及び講習を修了した旨その他必要な事項を記載すること。 

（６）講習を実施する者は、講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項並びに（１）

から（５）までに掲げる要件を満たす講習である旨を、あらかじめ、公示すること。 

 

（８）特定設備検査規則の運用及び解釈について 

第１４条関係 

（１）第８項中「ｔ２合せ材の厚さ」については、合せ材を強度部材として考慮しない場合には零とす

る。 

（２）第９項中「適切な方法」とは、ＫＨＫＳ ０２２５（２０１９）圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器

に関する基準の５．３．４に基づく方法をいう。 

 

第１７条の３関係 

（１）「解析」とは、ＫＨＫＳ ０２２０（２０１６）超高圧ガス設備に関する基準に基づく強度解析、

疲労解析及び破壊力学評価又はこれと同等の手法を用いた設計をいう。 

（２）「適切な値」とは、（１）の手法に応じた許容応力等の値をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）特定設備検査規則の運用及び解釈について 

第１４条関係 

第８項中「ｔ２合せ材の厚さ」については、合せ材を強度部材として考慮しない場合には零とする。 

 

［新設］ 

 

 

［新設］ 
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○一般高圧ガス保安規則第６条第１項第 11 号等の規定による試験を行う者及び同項第 13 号等の規定による製造を行う者の認定等について（20180323 保局第 12 号） 新旧対照表 

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。） 

改  正  後 改  正  前 

一般高圧ガス保安規則第６条第１項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の 

規定による製造を行う者の認定等について 

制定 ２０１８０３２３保局第１２号  平成３０年 ３月３０日 

改正 ２０１９０６０６保局第 １号  令和 元年 ６月１４日 

２０２００２１３保局第 ２号  令和 ２年 ２月２８日 

 

 

様式第１ 

［略］ 

注１．～４． [略] 

５．圧縮水素スタンド又は移動式圧縮水素スタンドで使用する機器にあっては、その旨を備考欄に記載

すること。また、圧縮水素スタンド又は移動式圧縮水素スタンドで使用する機器であって、常用の圧

力が20MPa以下の圧縮水素が通る部分又は常用の圧力が1MPa未満の液化水素が通る部分に使用する機

器にあっては、その旨を併せて記載すること。 

（備 考） ［略］ 

一般高圧ガス保安規則第６条第１項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の 

規定による製造を行う者の認定等について 

制定 ２０１８０３２３保局第１２号  平成３０年 ３月３０日 

改正 ２０１９０６０６保局第 １号  令和 元年 ６月１４日 

 

 

 

様式第１ 

［略］ 

注１．～４． [略] 

５．圧縮水素スタンド又は移動式圧縮水素スタンドで使用する機器にあっては、その旨を備考欄に記載

すること。 

 

 

（備 考） ［略］ 
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